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3甲Ｄ１３３ 「原子力発電所の火山影響評価ガイドの制定について」２３頁

基準適合判断
が不合理

基準適合判断
が不合理



１ 広島高裁決定の意義ー立地評価

従来の３決定の延長上にありながらも，

さらに踏み込んで常識的な判断を行った決定
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①福岡高裁宮崎支部決定・②広島地裁決定（伊方原発）
・火山ガイドの不合理性
・破局的噴火の発生可能性を住民が疎明できない限り，社会
通念上無視し得る

③松山地裁決定
・火山ガイドの不合理性
・阿蘇４噴火の火砕流が敷地に到達していない



１ 広島高裁決定の意義ー立地評価

従来の３決定の延長上にありながらも，

さらに踏み込んで常識的な判断を行った決定
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①福岡高裁宮崎支部決定・②広島地裁決定（伊方原発）
・火山ガイドの不合理性
・破局的噴火の発生可能性を住民が疎明できない限り，社会
通念上無視し得る

③松山地裁決定
・火山ガイドの不合理性
・阿蘇４噴火の火砕流が敷地に到達していない

破局的噴火のリスク
を否定できない。

火砕流が敷地に到達
した可能性が十分小
さいとはいえない。

人格権侵害の具体的危険があると認め，
原発の運転を差し止めた。



１ 広島高裁決定の意義ー影響評価

層厚の過小評価を認めた決定
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・平成２９年１１月２９日に火山ガイドの改定
火山灰の大気中濃度の見直し

・改定火山ガイドを受けた事業者の対策



１ 広島高裁決定の意義ー影響評価

層厚の過小評価を認めた決定
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・平成２９年１１月２９日に火山ガイドの改定
火山灰の大気中濃度の見直し

・改定火山ガイドを受けた事業者の対策

影響評価の点でも，人格権侵害の具体的危険がある
と認め，原発の運転を差し止めた。

事業者が前提とした
噴火規模が過小。
層厚も過小。
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２ 立地評価 広島高裁決定

（甲Ａ５５・３５０頁）
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２ 立地評価⑴

広島高裁決定「現時点での火山学の知見」

「現在の科学研究では，火山についての噴火の時期も
規模も形態様式もまた推移や継続時間も，予測するこ
とは出来ないというのが，大多数の火山研究者の共通
認識だということです。」
（須藤靖明氏 甲Ｄ１２９）

「噴火がいつ・どのような規模で起きるかといった的
確な予測は困難な状況にある。」
（原子力施設における火山活動のモニタリングに関する検討チーム提言とりまとめ 甲
Ｄ１３０）
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２ 立地評価⑴

広島高裁決定「現時点での火山学の知見」

「原子力発電所の稼働期間中にカルデラ噴火の影響を
こうむる可能性が高いか低いかという判定そのものが
不可能なはずである。このような判定を原子力発電所
設置のガイドラインに含むこと自体が問題であろ
う。」（山梨県富士山科学研究所所長，火山噴火予知連絡会会長藤井敏嗣氏 甲

Ｄ１３２）

「カルデラの地下でいま何が起こっていて，どんなこ
とが破局的噴火の前兆現象なのか，だれもわからない
状況です。」（町田洋氏 甲Ｄ１２８）
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２ 立地評価⑴

広島高裁決定「現時点での火山学の知見」

「綿密な機器観測網の下で大規模なマグマ上昇があっ
た場合に限って，数日～数十日前に噴火を予知できる
場合もあるというのが，火山学の偽らざる現状」
（静岡大学防災総合センター小山真人氏 甲Ｄ４５）

「モニタリングによって把握された異常から，数十年
先に起こる事象を正しく予測することは不可能であ
る。」（山梨県富士山科学研究所所長，火山噴火予知連絡会会長藤井敏嗣氏 甲Ｄ

４５）
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２ 立地評価⑴

広島高裁決定「現時点での火山学の知見」

「階段ダイアグラムを活用して噴火時期を予測するに
は，マグマ供給率もしくは噴火噴出物放出率が一定で
あることが必要条件であるが，これが長期的にわたっ
て成立する保証はない」（山梨県富士山科学研究所所長，火山噴火予知

連絡会会長藤井敏嗣氏 甲Ｄ１３２）

「数万年レベルの噴火履歴から原子力発電所の稼働期
間である数十年単位の噴火可能性を階段ダイアグラム
で議論すること自体に無理がある。」（同上）

破局的噴火の時期及び規模を相当以前の段階で的確
に予測することは困難（４つの決定が同様に判断）
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２ 立地評価⑴

本件原発について

「現時点での火山学の知見」
破局的噴火の時期及び規模を相当以前の段階で的確に
予測することは困難（広島高裁決定＋３決定）
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２ 立地評価⑴

本件原発について

基準適合判断
の

不合理性
（広島高裁決定）

「現時点での火山学の知見」
破局的噴火の時期及び規模を相当以前の段階で的確に
予測することは困難（広島高裁決定＋３決定）

将来の活動可能性
なし（被告電源開

発）
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２ 立地評価⑵

広島高裁決定は、
火山ガイドに忠実に判断
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２ 立地評価⑵
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火山ガイドに忠実に判断
（広島高裁決定）

２ 立地評価⑵
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２ 立地評価⑵
本件原発について
火山ガイドに忠実に判断すると、

「階段ダイヤグラムにおいて，火山活動が終息する傾向が顕著であり，最
後の活動終了からの期間が，過去の最大休止期間より長い等，将来の活動
可能性が無いと判断できる」か

火山ガイドの定め（３項）

完新世に活動を行っていない火山は，
「第四紀の噴火時期，噴火規模，活動の休止期間を示す階段ダイヤグラム
を作成し，より古い時期の活動を評価する」

できない できる

４章の対象
個別評価へ

４章の対象外

銭亀カルデラの
噴火は１度のみ。



３ 影響評価 広島高裁決定
影響評価とは，設計対応不可能ではないが，原発の安全性

に影響を与える可能性のある火山事象を抽出したうえで，そ
の特性と規模を設定し，設計対応及び運転対応が可能かどう
かを確認するもの。（火山ガイド６項）
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主な争点は，
①最大層厚の評価の妥当性
②気中降下火砕物濃度の評価の妥当性

②について
平成２９年１１月２９日に火山ガイド改定
改定前：０．００３２４１ｇ／㎥
改定後：数ｇ／㎥程度（層厚が１５㎝の場合）
大気中濃度を１０００倍前後引き上げ

３ 影響評価⑴



事業者（四国電力）

九重第一軽石を想定

噴出量２．０３㎦ 層厚ほぼ０㎝

↓規制委員会からの指摘

噴出量６．２㎦ 層厚１５㎝
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・ＶＥＩ６（噴出体積１０㎦以上）の噴火が生じる可能性は，
よりいっそう否定できない

３ 影響評価⑴

広島高裁決定
阿蘇カルデラを想定
噴出量１０㎦（ＶＥＩ６の最小規模）

改定火山ガイド
伊方原発

濃度約３．１ｇ／㎥
（層厚１５ｃｍ前提）

・少なくとも１５㎦〜３０㎦のマグマ溜まり

・ＶＥＩ７（噴出体積１００㎦以上）の噴火が生じる可能性
すら十分小さいと評価できない

層厚１５ｃｍを上回る

過小評価 過小評価

約２倍
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３ 影響評価⑵
本件原発について

（図表４ 甲Ｄ４７・申請書６‐７‐２１を拡大したものを修正した図）

銭亀火山

３０ｋｍ圏 東北東

層厚１００ｃｍ

大間原発

風向きの不確かさの考慮
原発敷地が風下の場合

（北海道電力，四国電力は想定）

本件原発敷地には，
１００ｃｍ以上の層厚



22

３ 影響評価⑵

本件原発について
火山ガイドに忠実に判断すると、

被告電源開発
層厚３０ｃｍ
銭亀カルデラを想定していない。
敷地周辺で銭亀カルデラの火山堆積物が確認されていない。

火山ガイド（６項）
「降下火砕物に関しては，火山抽出の結果にかかわらず，原子
力発電所の敷地及びその周辺調査から求められる単位面積あた
りの質量と同等の火砕物が降下するものとする。」

不当に狭く解釈
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まとめ

広島高裁決定
①現時点の火山学の知見
破局的噴火の時期及び規模を相当以前の段階で
的確に予測することは困難

②火山ガイドに忠実に判断

本件原発についてみると，
①，②→立地評価の基準適合判断が不合理

銭亀カルデラの将来の活動可能性が否定できない
②→影響評価の基準適合判断が不合理

銭亀カルデラの層厚１００ｃｍ以上


